
最終確認画面では消費者が誤認するような表示は禁止。価格・分量・契約期間、支払い
時期・支払い方法や解約方法・解約時連絡先等について必ず表示しなければならない。

最終確認画面に必要な項目が表示されず、契約内容を誤認して申し込んだ場合、
契約の取り消しが可能に。
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令和3年 特定商取引法の改正 令和４年６月１日施行



「注文前」に返品ルールを確認！
1.解約・返品できるかどうか？
2.返品可能な場合には返品期間、送料負担はどちらか？
3.解約できる期間、解約の際の連絡手段は何か？

最終確認画面に表示されている契約内容を確認！
最終確認画面に必要な項目が表示されず、契約内容を誤認
して申し込んだ場合、契約の取り消しが可能に。

記録を残す！
1.最終確認画面の印刷やスクリーンショットの撮影
2.事業者への連絡履歴（事業者への電話、メッセージアプリ
の画面、メール）

インターネット通販など、通信販売には
クーリング・オフ制度はありません

「特定商取引法に基づく表記」
で確認する！



家庭用蓄電池

太陽光パネルを設置しているが、固定価格買取制度
がまもなく終了する。業者に「今なら工事費、設置費無
料で自治体から補助金も出る。電気代が安くなり、２０
年以上もつから元は取れる。災害にも強い」と蓄電池
を勧められたが、ローンが支払えるか心配だ。

➢ 「初期費用０円で月々の電気代が安く
なる」と言うが、実は高額なクレジットの
返済が続く。

➢ 実際の電気使用状況によっては必ずし
も事業者の説明通りになるとは限らな
い。メンテナンス費用も考慮し、総合的
に判断することが必要。

➢ 本当に設置するなら、地元の業者から
相見積を取ってじっくり検討する。

蓄電池にかかる相談件数の推移

クーリング・オフ可



貴金属の訪問購入

「ウクライナの戦地に送る冬物の衣類を買い取りたい｝と電話
があり、衣類をまとめて待っていたが、来訪した業者に「衣類
はいらない、貴金属を見せてほしい」と言われた。貴金属はな
いと断り、衣類を戦地に届けてほしいと頼むと、後で取りに来
ると言ったが、二度と来なかった。

◆いきなり訪問してきた購入
業者には応対しない

◆事前に買い取りを承諾した
物品以外売らない

◆売却後、8日間は物品を
引き渡さない

◆むやみに貴金属を見せない、
触らせない クーリング・オフ可



ネット通販の
詐欺サイト
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公式サイトと偽サイトの価格表示の比較

消費者庁「実在の通信販売サイトをかたっ
た偽サイトなどに関する注意喚起」より



「購入する」をポチっとする前にここをチェック！！

□ 販売価格が大幅に割引されている。
□ サイト URL の表記が正規のサイトと違っている。
□ 事業者の住所の記載がない。または、地図で場所を調べてみ
ると田んぼや畑、個人宅などになっている。

□ 連絡先電話番号がなく、問合せフォームやフリーメールだけ。
□ 日本語にときどきおかしな表現がある。
□ 決済方法が銀行振込のみ。
□ 振込先口座の名義が業者に関係のない個人名義になっている。

国民生活センターHPより

詐欺サイトのトラブルにあわ
ないためのチェックポイント



被害に遭ったほとんどの人が、商品名で検索し、たまたまヒットし
た素性の不明な通販サイトで注文している。大手ショッピングモー
ル内のショップで商品を購入していれば、万が一トラブルになって
も、モールの補償制度を利用できる場合あり。

消費者庁HPより



生前整理デジタル遺品リストを作りましょう！

国民生活センター見守り新鮮情報第430号

終活の一環として、端末のロック解除方法、退会が必要なサイト
とその ID やパスワード、ネット関連の金融資産などについて
ノートなどに記し、家族などに伝える手段を講じておきましょう。

✓ 先日父が亡くなった。父が契約してい
た通販サイトの有料会員を解約したい
が、IDやパスワードが分からないため、
会員ページにログインできず、手続き
が何もできない。

✓ 亡くなった夫が利用していた決済アプ
リの残高が10万円あることが分かっ
た。しかし、夫のスマートフォンのロック
が解除できないため、詳細が確認でき
ない。

デジタル環境を通してしか
実態がつかめない遺品



クーリング・オフ（頭を冷やして冷静になる）

契約してしまった後でも
冷静に考え直す時間を与え
契約書面を受け取ってから
概ね８日間は無条件で契
約を解除できる制度
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クーリング・オフの書き方
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◆ハガキを書いたら必ず両面コピーして保存
◆特定記録か簡易書留(郵便局窓口で依頼)で出す。受領書を保存。



＊松山市消費生活センター
089-948-6382 (直通)
月～金 8：3０～16：００

＊警察相談専用電話

＃９１１０

＊消費者ホットライン

局番なしの１８８で
最寄りの消費生活センター
等につながります。

「２０歳の君へ」国民生活センターリーフレット
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